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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第44期

第３四半期累計期間
第45期

第３四半期累計期間
第44期

会計期間
自 2019年７月１日
至 2020年３月31日

自 2020年７月１日
至 2021年３月31日

自 2019年７月１日
至 2020年６月30日

売上高 (百万円) 6,908 1,796 7,391

経常損失（△） (百万円) △977 △1,180 △1,998

四半期(当期)純損失（△） (百万円) △1,992 △1,488 △2,713

持分法を適用した場合の
投資利益

(百万円) ― ― ―

資本金 (百万円) 2,912 2,912 2,912

発行済株式総数 (株) 15,826,500 15,826,500 15,826,500

純資産額 (百万円) 2,718 509 1,997

総資産額 (百万円) 5,573 2,355 4,546

１株当たり四半期（当期）
純損失（△）

(円) △129.03 △94.04 △174.67

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 48.8 21.6 43.9
 

 

回次
第44期

第３四半期会計期間
第45期

第３四半期会計期間

会計期間
自 2020年１月１日
至 2020年３月31日

自 2021年１月１日
至 2021年３月31日

１株当たり四半期純損失（△） (円) △54.32 △23.90
 

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推

　　　　　移については記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、１株当たり四半期（当期）純損失で

　　あり、また潜在株式が存在していないため記載しておりません。

４　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社の重要性が乏しいため記載しておりませ

　　ん。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営

者が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主

要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありませ

ん。

 
継続企業の前提に関する重要事象等

　当社は、「総合居酒屋」への需要が近年減少傾向にあることから、前事業年度まで３期連続の営業損失を計上して

おります。また、当第３四半期累計期間においては、この状況に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的

とした政府からの緊急事態宣言及び各自治体からの営業時間短縮等の要請や３密（密閉・密集・密接）を回避するお

客様心理等の影響による売上高の減少、及び減損損失等の計上に伴い、営業損失13億17百万円、経常損失11億80百万

円、四半期純損失14億88百万円を計上いたしました。

　以上により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象が存在しておりますが、当第３四半期会計期間

末の資金残高の状況及び今後の資金繰りを検討した結果、当面の事業活動の継続性に懸念はありません。加えて、以

下に記載のとおり、当該事象を改善するための対応策を実施していることから、継続企業の前提に関する重要な不確

実性は認められないと判断しております。

 

①収益改善施策の実施

　現在、当社は短・中期的な事業構造改革を推し進めており、収益の改善を目指し次の施策に取り組んでおります。

 

1)不採算店舗の閉店

　当社は、キャッシュの流出を防ぐことが当面の優先課題であると認識し、当第３四半期会計期間において不採算店

舗を５店舗閉店、2021年４月に１店舗の閉店を意思決定いたしました。本施策により、お客様からご支持いただける

店舗（主に郊外店や「アカマル屋」「焼肉万里」等の特定業態）が、安定して利益を確保できる店舗として残り、こ

れら店舗の顧客満足度を向上させていくことで、可及的速やかな営業収支の改善を進めてまいります。

　なお、不採算店舗の整理は概ね一巡をしておりますが、事業構造改革の方針に沿って経営環境の変化を見極め、必

要な店舗閉鎖はこれまで同様に積極的に行い、既存店舗のキャッシュ・フローの確保および閉店による返還保証金に

よって、キャッシュ・ポジションの改善を行います。

 

2)運営受託店舗等の出店

　　投資を極力抑えつつ、なおかつ早期に営業収支に貢献する店舗を増やすため、初期の設備投資が非常に少な

い運営受託店舗及び新型コロナウイルス感染症の影響が少ないブランドに絞り新規出店を行うことにより、一

層の収益基盤強化を図ります。

 

　3)業務提携および組合への加入

　　当社は、2020年９月に沼津漁港において最古の歴史をもつ沼津我入道漁業協同組合と業務提携を行い、2020

年12月に同組合に加入し組合員となりました。水産事業を立ち上げ、当社サプライチェーン及び収益強化に取

り組んでまいります。この水産事業プロジェクトの具体的施策として、2020年11月に沼津港食堂街に、鮮魚店

兼飲食店である「沼津我入道漁業協同組合まるが水産」を、2021年２月に東京都新宿区に沼津直送の鮮魚を使

った寿司食べ放題のお店「まるがまる高田馬場店」をオープンいたしました。また、2021年１月より沼津朝ど

れ鮮魚を目玉商品として、鮮魚店及び移動販売のテストマーケティングを実施しております。

　　今後は、沼津で水揚げされた近海物の鮮魚や加工品等をブランディングしていくことで、付加価値を高め、

中間マージンを最小化した価格競争力と飲食事業で蓄積した食材調達力等をかけ合わせて、商品化、販売方法

の企画・開発及び販路の拡大に努め、収益力を向上いたします。
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4)コストの削減

　　全社的な取り組みとして、前事業年度より引き続きコストの見直し及び削減をより強力に進めてまいりま

す。

　　主な取り組みといたしましては、自社運営型のオウンドメディアに販売促進を集中する事により、販売促進

費を削減いたします。また、人財の出向・転籍等を促進し、既存店舗の人員数を適正化するほか、ITシステム

の入替によって業務の大幅な省力化を実現することで、人件費や採用費をなお一層極小化いたします。また、

運営継続店舗のコスト削減策として、物流の見直しによる配送費の削減、賃料減額交渉、稼働状況に応じたき

め細かなマネジメントによる水道光熱費の削減を行ってまいります。さらに本社費用を極小化するため、前事

業年度より引き続き役員報酬の減額を行う事に加え、支払報酬の削減を実施する等、様々な施策によりコスト

を削減いたします。

 

　②財務基盤の強化

　1)固定資産の売却

　　2020年７月に当社が保有する不動産物件を売却したことにより、キャッシュ・ポジションを改善いたしまし

た。

 

　2)資金の借入

　　上記1)に加え、前述した事業構造の改革について営業収支の改善効果が顕れるには一定の時間を要すること

から、運転資金を増やしてキャッシュ・ポジションの改善を図るため、2020年７月に、政府が実施するコロナ

対応緊急対策融資を活用し、無担保かつ一定期間において実質無利息の借入を実行しました。今後も安定した

運転資金を機動的に調達できることを目的として金融機関との関係強化に努めてまいります。

 

　 以上のように、当事業年度において進める構造改革の効果が経常的に見込まれることから、収益改善及び財

務基盤の強化が図られ、これによって安定的に営業収支が改善する見込みであります。
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２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において、当社が判断したものであります。

　(1) 財政状況及び経営成績の状況

当第３四半期累計期間（2020年７月１日～2021年３月31日）における我が国経済は、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響が長期化していることから、引き続き経済が停滞し、極めて厳しい状況下にあります。さらに、

2021年１月には１都２府８県を対象として政府より緊急事態宣言が再発出される等、予断を許さない状況が続く

ことが見込まれます。

外食産業におきましても、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした各自治体からの営業時間短縮等

の要請や、３密（密閉・密集・密接）を回避するお客様心理等から、来店客数が大幅に減少する等、厳しい経営

環境が続いております。

このような状況の中、当社はお客様の価値観や行動様式、ニーズが大きく変化する転換期であると認識し、大

胆な変革を行う絶好の機会であると捉え、「事業の質的転換を図ること」、「既存店舗の思いきった整理・再編

に踏み込むこと」が最重要課題であると認識し、以下の施策に取り組んでまいりました。

 
当社は、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応として、お客様・従業員の安全、感染拡大防止への社会

的責任を第一に考え、従業員に対して感染予防策の周知を行い、出勤前の検温・体調チェック、適切な手洗い、

勤務時のマスク着用等を励行いたしました。また、アルコール消毒液による店内消毒、扉や窓の開放や換気設備

による定期的な換気を行い、各業態の特性に合わせて、社会的距離（ソーシャルディスタンス）を確保した配席

を行う等、３密を避けた運営に取り組んでまいりました。

また、「新しい生活様式」に対応すべく既存店舗の厨房設備を活用したデリバリーサービスの拡大、ランチ時

間帯の営業を強化する等、店舗の活用方法の幅を広げてまいりました。さらに当社ブランドである「焼肉万里」

がプロデュースする焼肉弁当を百貨店の食料品売場において販売する等テイクアウトニーズに対応する取り組み

を行いました。

他方で、コロナ禍において売上高が減少するなか、適時、適切なコストコントロールに取り組んでまいりまし

た。具体的には、食材配送費、販売促進費、採用費、支払報酬、及び役員報酬の削減、ならびに店舗の賃料減額

交渉等、あらゆる支出の見直し策を実施いたしました。また、人件費については、店舗数に見合った人員数へ見

直すため、人財の出向や派遣、転籍等を促進し、これを圧縮いたしました。

さらに当社は、2020年12月に沼津我入道漁業協同組合に加入し、組合員となったことから、当社既存直営店舗

のみならず、他の外食事業者または小売事業者に法人営業を行い、沼津で水揚げされた近海物の鮮魚や加工品等

を卸売りする等実績を積み重ねてまいりました。今後、中間マージンを最小化した価格競争力と飲食事業で蓄積

した食材調達力等をかけ合わせて、沼津の鮮魚や加工品等をブランディングしていくことで付加価値を高め、販

路の拡大に努めてまいります。

 
当第３四半期累計期間における出退店につきましては、新型コロナウイルス感染拡大による影響の変化を個店

ごとに慎重に見極め、店舗収益の回復に相当程度時間を要すると判断した店舗を中心に、直営店31店舗及び運営

受託店舗２店舗の閉店を実施いたしました。また、フランチャイズ店４店舗が閉店いたしました。

既存業態の新規出店については、キャッシュ・フローを最重要視し、当初計画していた出店を一時見送ること

といたしました。他方で、大きな投資を必要としない運営受託事業については、官公庁等施設に付属する食堂３

店舗を新たに受託いたしました。新規業態については、水産事業プロジェクトの取り組みによる３店舗（業態変

更２店舗を含む）を出店いたしました。

これにより当第３四半期累計期間における店舗数は、直営店31店舗、運営受託店舗17店舗、フランチャイズ店

３店舗となりました。

 
以上により、売上高は17億96百万円（前年同期比74.0％減）となりました。営業利益は13億17百万円の損失

（前年同期は営業損失９億86百万円）となりました。経常利益は11億80百万円の損失（前年同期は経常損失９億

77百万円）、当四半期純利益は14億88百万円の損失（前年同期は四半期純損失19億92百万円）となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第３四半期会計期間末における流動資産は、11億59百万円となり、前事業年度末に比べ、11億33百万円減少

いたしました。これは主に、店舗休業及び営業時間短縮等による営業収入不足が原因で現金及び預金が減少した

ことによるものであります。一方、閉店による保証金回収、賃料減額など経費削減及び助成金収入等による資金

繰り改善効果もありました。固定資産は11億96百万円となり、前事業年度末に比べ、10億56百万円減少いたしま

した。この結果、総資産は23億55百万円となり、前事業年度末に比べ、21億90百万円減少いたしました。

当第３四半期会計期間末における流動負債は、９億16百万円となり、前事業年度末に比べ、８億11百万円減少

いたしました。固定負債は、９億30百万円となり、前事業年度末に比べ、１億９百万円増加いたしました。この

結果、負債の部は、18億46百万円となり、前事業年度末に比べ、７億２百万円減少いたしました。

当第３四半期会計期間末における純資産の部は、四半期純損失の計上等により５億９百万円となり、前事業年

度末に比べ14億88百万円減少いたしました。

 

 (3) 経営方針・経営戦略等

 当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありまん。

 

 (4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

 当第３四半期累計期間において、当社の対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

 (5) 研究開発活動

 該当事項はありません。
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３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 43,072,000

計 43,072,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年３月31日)

提出日現在発行数(株)
(2021年５月17日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 15,826,500 15,826,500
東京証券取引所市場

第二部
単元株式数は100株

計 15,826,500 15,826,500 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 
 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

  　該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2021年３月31日 ― 15,826,500 ― 2,912 ― ―
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(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないことか

ら、直前の基準日（2020年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   2021年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式
4,500

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

158,193 ―
15,819,300

単元未満株式
普通株式

― ―
2,700

発行済株式総数 15,826,500 ― ―

総株主の議決権 ― 158,193 ―
 

(注)　１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,800株（議決権

           の数58個）が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式

           に係る議決権の数58個が含まれております。

② 【自己株式等】

  2021年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社　三光

マーケティングフーズ

東京都中央区新川一丁目10
番14号

4,500 ― 4,500 0.03

計 ― 4,500 ― 4,500 0.03
 

 

２ 【役員の状況】

(1) 役職の異動

 

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長
 

代表取締役社長
経営戦略本部長

長澤 成博 2021年２月12日

取締役
経営管理本部長

取締役
経営戦略本部長

冨川 健太郎 2020年10月１日
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(2021年１月１日から2021年３月

31日まで)及び第３四半期累計期間(2020年７月１日から2021年３月31日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新日

本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものと

して、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次の通りであります。

 

　資産基準                         　1.5％

　売上高基準　　　　　　　　　　　   1.3％

　利益基準                         △0.1％

　利益剰余金基準                   △0.3％
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2020年６月30日)
当第３四半期会計期間
(2021年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,634 756

  売掛金 59 36

  原材料 23 13

  貯蔵品 2 13

  前払費用 109 105

  その他 463 234

  流動資産合計 2,293 1,159

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 1,829 854

    減価償却累計額 △1,784 △854

    建物（純額） 45 -

   工具、器具及び備品 611 406

    減価償却累計額 △603 △406

    工具、器具及び備品（純額） 7 -

   建設仮勘定 19 -

   有形固定資産合計 72 -

  無形固定資産 17 -

  投資その他の資産   

   関係会社株式 33 33

   差入保証金 1,893 1,140

   その他 243 22

   貸倒引当金 △6 △0

   投資その他の資産合計 2,163 1,196

  固定資産合計 2,252 1,196

 資産合計 4,546 2,355
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2020年６月30日)
当第３四半期会計期間
(2021年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 141 65

  未払金 579 266

  未払費用 233 231

  未払法人税等 48 40

  前受収益 115 100

  店舗閉鎖損失引当金 104 6

  資産除去債務 416 80

  その他 89 125

  流動負債合計 1,728 916

 固定負債   

  長期借入金 - 200

  繰延税金負債 1 1

  退職給付引当金 134 119

  資産除去債務 220 165

  長期前受収益 228 185

  その他 236 259

  固定負債合計 821 930

 負債合計 2,549 1,846

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,912 2,912

  資本剰余金 2,438 -

  利益剰余金 △3,353 △2,403

  株主資本合計 1,997 509

 純資産合計 1,997 509

負債純資産合計 4,546 2,355
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期累計期間
(自 2019年７月１日
　至 2020年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年７月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 6,908 1,796

売上原価 1,894 592

売上総利益 5,014 1,204

販売費及び一般管理費 6,001 2,521

営業損失（△） △986 △1,317

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取賃貸料 16 1

 受取配当金 0 0

 受取保険金 0 2

 貸倒引当金戻入額 0 6

 協賛金収入 3 5

 助成金収入 - 120

 その他 0 2

 営業外収益合計 20 140

営業外費用   

 支払利息 - 2

 賃貸費用 7 0

 その他 3 0

 営業外費用合計 11 3

経常損失（△） △977 △1,180

特別利益   

 固定資産売却益 5 106

 特別利益合計 5 106

特別損失   

 固定資産除却損 - 0

 店舗閉鎖損失 9 156

 減損損失 983 238

 特別損失合計 992 395

税引前四半期純損失（△） △1,964 △1,469

法人税等 27 18

四半期純損失（△） △1,992 △1,488
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【注記事項】

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

項目
当第３四半期累計期間

(自 2020年７月１日 至 2021年３月31日)

　  税金費用の計算 　税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積

り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく

合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法に

よっております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
 

 

(追加情報)

　（新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響）

　　　新型コロナウイルス感染症の影響は、2020年５月25日の緊急事態宣言解除以降、「第２事業の状況」に記載

　　の諸施策を実施した効果により当社の業績は回復傾向にあったものの、2021年１月７日に緊急事態宣言の発

令　

　　（2021年３月21日解除）、その後2021年４月に再度感染が拡大し、2021年４月25日に４都府県に緊急事態宣言

　　が再発令された状況を踏まえますと、当社の業績への影響は続くものと想定しております。

　　　当該感染症の影響を正確に見通すことは困難でありますが、現時点で入手可能な情報や予測に基づき、2022

　　年３月頃まで当該感染症の影響は一定程度残るものと仮定し、継続企業の前提の検討、固定資産の減損会計等

　　の会計上の見積りを行っております。

　　　なお、新型コロナウイルス感染症の影響は不確定要素が多く、収束時期及び経営環境への影響等が変化した

　 場合には、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。

 
(四半期貸借対照表関係)

 前事業年度（2020年６月30日）及び当第３四半期会計期間（2021年３月31日）

  記載すべき事項はありません。

 

(四半期損益計算書関係)

  前第３四半期累計期間　(自　2019年７月１日　至　2020年３月31日)及び当第３四半期累計期間　(自

2020年７月１日　至　2021年３月31日)   

　　 記載すべき事項はありません。

 
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累

計期間に係る減価償却費は、次の通りであります。

 

前第３四半期累計期間
（自　2019年７月１日

　　至　2020年３月31日）

当第３四半期累計期間
（自　2020年７月１日

　　至　2021年３月31日）

減価償却費 120百万円 0百万円
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(株主資本等関係)

　　Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　2019年７月１日　至　2020年３月31日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 
２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

 
３．株主資本の著しい変動

当社は、2019年９月12日を払込期日とする第三者割当による新株式発行により普通株式1,422,900株を発

行いたしました。また、2019年９月27日開催の取締役会決議に基づき、2019年10月25日を払込期日とする譲

渡制限付株式報酬の導入による新株式発行により、普通株式16,600株を発行いたしました。

　この結果、当第３四半期累計期間末において、資本金は2,912百万円となっております。

 
　　Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　2020年７月１日　至　2021年３月31日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 
２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

 
３．株主資本の著しい変動

2020年９月30日開催の定時株主総会において、資本準備金の額の減少に関する議案が承認可決されたため、

2020年９月30日をもって、資本準備金の額2,438百万円の減少を行い、同額をその他資本剰余金に振り替えて

おります。また、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金2,438百万円を繰越利益剰余金に振り替え

ることにより、欠損補填いたしました。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期累計期間（自　2019年７月１日　至　2020年３月31日）

当社の事業セグメントは、主に飲食事業でありますが、飲食事業以外のセグメントの重要性が乏しいため、セグ

メント情報の記載を省略しております。

 
当第３四半期累計期間（自　2020年７月１日　至　2021年３月31日）

当社の事業セグメントは、飲食事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下の通りであります。

項目
前第３四半期累計期間
(自 2019年７月１日
至 2020年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年７月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △129円03銭 △94円04銭

 (算定上の基礎)   

   四半期純損失(△)(百万円) △1,992 △1,448

   普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

   普通株式に係る四半期純損失(△)(百万円) △1,992 △1,448

   普通株式の期中平均株式数(株) 15,441,783 15,822,500
 

 

　(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在

　　　しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

（資本金の額の減少及び剰余金の処分について）

　　当社は、2021年４月16日開催の取締役会において、2021年６月29日開催予定の臨時株主総会に、資本

　金の額の減少及び剰余金処分について付議することを決議をいたしました。

　（１)資本金の額の減少及び剰余金の処分の目的

　　　　 今般の新型コロナウイルス感染症の拡大は、当社の2021年６月期の財政状態及び経営成績に重要

　　　 な影響を及ぼすことが見込まれます。この状況も踏まえ、今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保

      を図るため、会社法第447 条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少し、これをその他資本剰余

      金に振り替えるとともに、会社法第452 条に基づき、資本金の額の減少の効力発生を条件に、増加

　　　 後のその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損補填に充てるも

      のであります。

      　なお、本件による発行済み株式総数及び純資産額に変更はなく、所有株式数や１株当たり純資

      産額に影響はありません。

 （２） 資本金の額の減少及び剰余金処分の要領

       ① 減少すべき資本金の額

          　資本金の額2,912,149,872 円のうち、2,862,149,872 円を減少して50,000,000 円といたし

　　　　　 ます。

       ② 資本金の額の減少の方法

            減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えることといたします。

 （３）剰余金の処分の要領

       ① 減少する剰余金の項目及びその額

            その他資本剰余金 2,862,149,872 円

       ② 増加する剰余金の項目及びその額

            繰越利益剰余金 2,862,149,872 円
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 （４） 資本金の額の減少及び剰余金処分の日程

       ① 取締役会決議 　　　　　　　2021年４月16日

       ② 債権者異議申述公告日 　　　2021年４月19日

       ③ 債権者異議申述最終期日 　　2021年５月19日

       ④ 本臨時株主総会決議日 　　　2021年６月29日（予定）

       ⑤ 資本の額の減少の効力発生日 2021年６月29日（予定）
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２ 【その他】

　　　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

２０２１年５月１７日

株式会社三光マーケティングフーズ

取締役会  御中

EY新日本有限責任監査法人
 

 
 

東　京　事　務　所
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 跡　　部　　尚　　志 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 葛　　貫　　誠　　司 印

 

 

 
監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社

三光マーケティングフーズの２０２０年７月１日から２０２１年６月３０日までの第４５期事業年度の第３四半期会

計期間（２０２１年１月１日から２０２１年３月３１日まで）及び第３四半期累計期間（２０２０年７月１日から２

０２１年３月３１日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記につい

て四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社三光マーケティングフーズの２０２１年３月３１日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての

重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の

責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手し

たと判断している。

強調事項

　追加情報に記載されているとおり、会社は、２０２２年３月頃まで新型コロナウイルス感染症の影響は一定程度残

るものと仮定し、継続企業の前提の検討、固定資産の減損会計等の会計上の見積りを行っている。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸

表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成

し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業

に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四

半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論

は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重

要な発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセー

フガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以　上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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